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金融庁および関東財務局への「業務改善計画」提出について 
 
 
 
オリックス不動産投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）及び本投資法人が資産の運用を委託する

投資信託委託業者であるオリックス・アセットマネジメント株式会社（以下、「ＯＡＭ」といいます。）は、平成 18

年 7 月 21 日に関東財務局から本投資法人へ、また同日に金融庁からＯＡＭへ発せられた業務改善命令に

基づき、本投資法人については平成 18 年 8 月 21 日付けにて関東財務局へ、ＯＡＭについては平成 18 年

8 月 18 日付けにて金融庁へ、今後の業務改善計画に関する内容を記載した書類（以下、「業務改善計画」と

いいます。）を提出し、受理されました。 

 

今回の行政処分により、投資主様をはじめ多くの関係者の皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけしました

ことを、深くお詫び申し上げます。 

 
本投資法人及びＯＡＭでは、今回の処分を厳粛に受け止め、適切な業務運営を実現させるべく、別

紙「業務改善計画（要旨）」のとおり、法令遵守の徹底と内部管理態勢の構築・整備に取り組み、全
力で信頼回復に努めてまいる所存でございます。 
 

 
 
 

以上 
 
 
 
本日資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

 
 

            

 



ｵﾘｯｸｽ不動産投資法人 

ｵﾘｯｸｽ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

 
業務改善計画（要旨） 

 
平成１8 年 3 月より行われた証券取引等監視委員会の検査（以下「検査」といいます。)
において、オリックス不動産投資法人（以下「本投資法人」といいます。）には役員会不開

催等の法令違反行為が、本投資法人が資産の運用に係る業務及び機関の運営に係る事務を

委託している投資信託委託業者であるオリックス・アセットマネジメント株式会社（以下

「ＯＡＭ」といいます。）には投資法人資産運用業に係る善管注意義務違反及び一般事務受

託者としての善管注意義務違反の行為が、それぞれあったとの指摘を受けました。 
本投資法人およびＯＡＭでは、この事実を厳粛に受け止め、今後、同様の違反行為や不

備･不適事項を再発させないよう内部管理態勢を整備すべく、次のことを骨子とした「業務

改善計画」を実行し、本投資法人の投資主様を始めとした関係者各位の信頼の回復に努め

 

てまいります。 

Ⅰ．物件取得に関する改善策 

産運用業に係る善管注意義務違反の行為を再発させないため、

Ｏ

) 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化 
とつとして捉え、法令等遵守の推進の基盤

業務改善計画の骨子

物件取得に関する改善策

●ＯＡＭ組織体制の構築・整備

●ＯＡＭ業務運営方法の見直し

●マニュアル・ガイドラインの導入

役員会運営に関する改善策

●牽制機能・モニタリング機能の強化

●本投資法人役員会開催の定例化

●機動的な開催体制の確立

●リスク・コンプライアンス部の新設

●監査室の新設

ＯＡＭ法令遵守体制の構築・整備

業務改善計画の骨子

物件取得に関する改善策

●ＯＡＭ組織体制の構築・整備

●ＯＡＭ業務運営方法の見直し

●マニュアル・ガイドラインの導入

役員会運営に関する改善策

●牽制機能・モニタリング機能の強化

●本投資法人役員会開催の定例化

●機動的な開催体制の確立

●リスク・コンプライアンス部の新設

●監査室の新設

ＯＡＭ法令遵守体制の構築・整備

１．体制の構築･整備 
今後、投資法人資

ＡＭにおいては以下の対策を講じてこれを実行し、公正かつ適切な業務運営を実

現させてまいります。 
 
(1
① 法令等遵守を経営の最優先事項のひ
となる組織を組成し、必要な要員を配置します。（詳細につきましては、下記(2)
をご参照ください。） 
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② 状況及び法令等遵守の推進状況を審議･確認し、取

 
(2) 法令等遵守体制と内部管理体制の構築 

織改編と要員拡充を行うこととしており、

こ

 

オリックス・アセットマネジメント株式会社 新組織図（平成 18年 9月 1日） 

 コンプライアンスの一層の推進を図るため、現行の社長室より「リスク・コン
プライアンス部」を独立・新設させます。 
同部では、リスク・コンプライアンス関連業務を統括するとともに、物件審査

 取締役会で、法令等の遵守
締役の法令等遵守についての理解を深めてまいります。 

平成１８年９月１日付で次のとおり組

れにより法令等遵守のための基本的な体制を構築してまいります。 

■

株主総会

取締役会

代表取締役社長

ﾘｽｸ･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会

※ﾘｽｸ･
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部

※監査室投資運用部

監査役

執行役員

※総合企画部財務経理部

執行役員

リスク・コンプライアンス部 監査室
（主な業務）

・リスク管理・コンプライアンス

・法務

・物件審査　　　　　等

（主な業務）

・内部監査の実施

・監査計画の立案　　　等

総合企画部
（主な業務）

・機関・委員会の運営

・投資主等への情報開示

・投資法人の増資に関する立案　　等

総合企画部
（主な業務）

・機関・委員会の運営

・投資主等への情報開示

・投資法人の増資に関する立案　　等

物件審査機能を付与 ﾁｪｯｸ・牽制機能を付与機関運営業務を継承

会計監査人

 
 
①
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機能を付与し、マニュアル・チェックリスト等に基づく物件審査の徹底と鑑定

評価依頼の手順等の適正化を図ってまいります（詳細につきましては、下記３．

を

②

お、本年度下期の内部監査は、主として、今

確

③

 
２．業務運営方法等の見直し

ＯＡＭにおいては法令遵守及び内部管理を適切に実現させるため、今後は次のと

 

(1) 
等により極力文書化します。これにより、

申請・承認手続きや管理・監督者の権限・責任等を明確化します。 

問題がある場

  
(3) せ

 

ご参照ください。）。 
 内部監査によるチェック･牽制機能を発揮させるため、「監査室」を新設します。 
同室では、監査計画を立案し、内部監査を実施するなど、チェック機能･牽制

機能を発揮させてまいります。な

回の検査で指摘のあった問題点の是正状況の確認、及び再発防止策の実効性の

認等を中心としたフォローアップ監査を行ってまいります。 
 財務経理部が所管する広報・ＩＲの業務を社長室に移管し、併せて社長室の名
称を「総合企画部」に変更します。 

 

おりの業務運営を行ってまいります。

 
諸業務の遺漏を防ぎ、さらに業務の効率化を図るため、業務処理は順次、標準化

し、さらにこれを規則・規程・マニュアル

(2) 物件の取得・処分・賃貸・修繕等の取引を実施するに際しては、当該案件をリス
ク･コンプライアンス委員会において審議する前に、必ずリスク・コンプライアンス

部長がコンプライアンス上のチェックを行い、コンプライアンス上の

合には、当該案件を担当部門に差し戻し、取引の中止又は取引内容の変更を勧告す

る仕組みを、ＯＡＭの社内基本指針である「コンプライアンス・マニュアル」に定

めました。 
■運用会社（ＯＡＭ）における意思決定プロセス例 

平成１８年度上半期から、法令等の遵守状況をＯＡＭ職員の人事考課に反映さ

る仕組みを導入することとし、これにより法令遵守の実効性を高めてまいります。

各部門長等

リスク・コンプライアンス
上のチェック

審　　議 リスク・コンプライアンス委員会

協議 問題が認められる
場合は差し戻し

立　　案

リスク・コンプライアンス部長

各部門長等

リスク・コンプライアンス
上のチェック

審　　議 リスク・コンプライアンス委員会

協議 問題が認められる
場合は差し戻し

リスク・コンプライアンス部長

立　　案
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３．マニュアル・ガイドラインの導入 

適

(
日から次のとおりの業務ツールを導入し、物件審査ないし調査

の徹底を実施してまいります。 
的調査、経済的調査の観

行ってまいります。 

 
(2) 鑑
鑑定 インを新たに作

成しました。これを活用して、鑑定評価依頼の手順の適正化等を図ってまいります。 

 

Ⅱ．役員

本投資法人の役員会を適切に開催していくため、次のことを実行してまいります。 
 

成

８年９月１日付けでリスク・コンプライアンス部を新設し、機関運営業務と法令遵

担当する部門を分離させることにより、今後、社内の牽制機能を

高

ＯＡＭにおいては次の施策を実施して、物件審査の徹底と鑑定評価依頼の手順等の

正化を図ります。 

 
1) マニュアル･チェックリスト等を用いた物件審査の実施 
平成１８年９月１

①物件の取得にあたり留意すべき事項を法的審査、物理

点から網羅的に確認するための業務マニュアルを新たに作成しました。これに

より遺漏のない審査･調査を

②物件の取得、賃貸借契約の代理・媒介を行う際等に行う賃貸面積の確認の方法

等を明確するための社内ガイドラインを作成いたしました。 

定評価依頼手順の適正化 

評価書の取得が正確かつ公正に行われるための社内ガイドラ

 

会運営に関する改善策 

１． 牽制機能の強化 

ＯＡＭの内部管理体制の構築・整備を主眼として、上記１．(2)に記載のとおり平

１

守状況の監視業務を

めてまいります。 

■牽制機能の強化 

企画部
および監査室

（旧体制）

（新体制）

社長室

機関運営業務　 兼 　法令遵守状況監視業務

総合企画部

機関運営業務

企画部
および監査室牽制

法令遵守状況監視業務

リスク・コンプライアンス部
および監査室

企画部
および監査室

（旧体制）

（新体制）

社長室

機関運営業務　 兼 　法令遵守状況監視業務

総合企画部

機関運営業務

企画部
および監査室牽制

法令遵守状況監視業務

リスク・コンプライアンス部
および監査室
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２． 弁護士によるモニタリング機能の強化 

今後は原則として、本投資法人の役員会には、弁護士がオブザーバーの立場で出席

し、当該役員会が現実に開催されたことを確認するとともに、役員会の開催方法及び

決議方法につき法令上要求された手続きが履践されていることについてのモニタリン

グを行います。また、当該役員会の開催後に作成される役員会議事録については、当

該弁護士が法定の要件を充足していることの確認を行うことにしています。 
■弁護士によるモニタリング機能の強化 

 

３． 定例役員会の開催及び開催スケジュールの事前作成 

毎月の特定 期末までに次期

席の確保

を図ります。

 

臨時に開催 用法令上認めら

範囲で、

 
 

Ⅲ．責任の所在の明確化に関する事項 
させるため、次の措置を講じ

るこ

時の取締役会を開催し、適切な手続きと審議により各取締役は取締役

としての責任を果たしてまいります。 
の遵守状況をＯＡＭ職員の人事考課に反映させる

　投資法人役員会

の日を役員会の開催日とすることを前提に、毎決算期の

決算期における本投資法人役員会の開催スケジュールを作成し、各役員の出

 

４．役員会の機動的な開催体制の確立 
する必要のある本投資法人の役員会につきましては、適

れる方式での電話会議システム等を用いた開催等、適法・適式と認められる

機動的に役員会を開催してまいります。 

ＯＡＭおよび本投資法人役職員等の責任の所在を明確に

とにしております。 
① 取締役の職務が適切に行われるよう、取締役会を毎月１回定時に開催するほか、必
要に応じて臨

② 平成１８年度上半期から、法令等
仕組みを導入することとし、これにより職員の責任の自覚を促します。 

・開催の確認
・開催方法および決議方法
　の確認
・役員会議事録の確認

弁護士
（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）

執行役員

監督役員

OAM

モニタリング

　投資法人役員会

・開催の確認
・開催方法および決議方法
　の確認
・役員会議事録の確認

弁護士
（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）

執行役員

監督役員 モニタリング

OAM
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③ 本投資法人の執行役員の市川洋は、平成 18年 11月に開催予定の投資主総会終結の
時をもって、その職を辞する予定です。 

 
 

( れぞれ是正のための手続を講じております。 

る 
面積 

Ⅳ．不備・不適物件の是正について 

今回、検査結果として通知を受けた物件は次のとおりです。該当物件につきましては、

1)以下に記載のとおり、そ

■検査結果として通知を受けた物件一覧 

取得価格 
減少す

総賃貸可能
事由 物件名 取得年月

金額 比率  
 

面積 
 

比率  
（％） （百万円） （％） （㎡）

違法
平成 13 年

51 0.02 建築物件の取得 代々木フォレストビル 
12 月 

1,473 0.7 

＊ランディック第 2 三田ﾋﾞﾙ
 平成 14 年

1 月
1,748 0.8 55 

 
0.02 

賃貸面積を確認 
しな

ラウンドクロス青山 
平成 13 年

12 月 
4,529 2.1 58 0.02 

いままの取得 

＊日本地所南青山ビル   
平成 15 年

10 月 
2,548 1.2 - - 

青山 246 ビル 
 平成 16 年

5,200 2.4 - - 
3 月 

＊芝大門ビル         
 平成 14 年

1 月 
2,195 1.0 - - 

＊ランディック第 2 三田ﾋﾞﾙ
 平成 14 年

1 月 
重複 - 重複 - 

不
基づく取得 
十分な鑑定評価に

 他 1 件 － 売却済 - 売却済 - 

PCB 付き 取得 ＊ランディック赤坂ビル   物件の
 平成 14 年

1 月 
売却済
(11,580)

- 
売却済
(-) 

- 

  合計 17,693 8.3 164 0.07 
注１． 網掛けは、売却済み又 物件です

注２． ＊印は、オリックス株式会社が組成したＳＰＣ（特別目的会社）から取得した物件です。 

注３． 「取得価格」の「比 全 格合計（公表済み 予定お 却

）213,515 百万円に占める当該物件の取得価格 です。 

貸可能 措置により 能面 する 当該面 。 

注５． 「減少する総賃貸可能面積」 18年 7月 3 の全物 貸可能面積合計 24

㎡に占める当該物件の「減少する総賃貸可能面積」の比

 
 

 (1) 違法建築物件の取

フォレス

ＯＡＭの費用負担にて、平成１８年７月３ 修工事を完了し、違法状態を

解消しました。 

② その他の物件 

本投資法人の他の保有物件の全てについて、 建築 有無の確認を実施し

そ 完 で

は指摘事項が重複している 。 

率」は、平成 18 年 7 月 31 日現在の 物件取得価

の比率

の購入 よび売

予定を反映

注４． 「減少する総賃 面積」は、各物件の是正

の「比率」は、平成

、総賃貸可

1日現在

積が減少

件総賃

場合の 積です

4,387.73

率です。 

得 

① 代々木 トビル 

１日に改

違法 状態の

ているところであり、平成１８年１２月末日頃までに の確認を 了させる予定

す。 
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① ランディ

ＯＡＭの負担にて超過賃料に相当する額等を、当該テナントに返還するとともに、

本投資法人が現在保有する全物件について、その契約上の面積と実際の面積

 

(3) 不十分

 

びそ

の管理責

 
 

以 上 

(2) 賃貸面積を確認しないままの物件取得 

ック第２三田ビル 

確認後の面積にて賃貸借契約を変更いたしました。 

② その他の物件 

の差

異の確認作業を実施しております。 

な鑑定評価に基づく物件取得 

本件に該当する物件について、エンジニアリング・レポートの再検証等の確認作

業を実施しております。 

(4) ＰＣＢ付き物件の取得について  

売主であるオーリート・ツー有限会社と協議し、同社に当該ＰＣＢの所有及

任を戻すことで、本投資法人の負担によることなく処理を完了いたしまし

た。 
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